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寄居町教育委員会 

  



令和３年寄居町教育委員会 第６回 定例会会議録 

 

招 集 期 日 令和 ３年 ６月１８日 

招 集 場 所 教育委員会室 

開 会 閉 会

の 日 時 

開会   ６月２３日 午後３時００分 

閉会   ６月２３日 午後３時４５分 

教 育 長 関 根  光 男 

 

出   席   状   況 

席次番号 職      名 氏        名 適  用 

１ 教 育 長 関 根 光 男 出 席・欠 席 

２ 委 員 杉 田 佑 美 出 席・欠 席 

３ 委 員 今 村 幸 男 出 席・欠 席 

４ 教育長職務代理者 清  水  幸 三 郎 出 席・欠 席 

５ 委 員 小 林 央 子 出 席・欠 席 

議 事 

参与者 

教 育 総 務 課 長 黒 瀨 和 俊 出 席・欠 席 

教 育 指 導 課 長 岡 田 久 志 出 席・欠 席 

生 涯 学 習 課 長 黒 瀨 浩 史 出 席・欠 席 

鉢 形 城 歴 史 館 長 石 塚 三 夫 出 席・欠 席 

書 記 教 育 総 務 課 倉 田 ・ 芝 﨑  

  

※ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、議事参与者の出席人数を必要最小限にして

開催しました。 
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日程第１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程第２ 

 

 

 

 

日程第３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開  会 

 

 

前回会議

録の承認

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議録署

名委員の

指名につ

いて 

 

教育長報

告につい

て 

 

 

 

質疑等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○関根教育長 

令和３年第６回定例会の開会を宣言します。 

 

○関根教育長 

 日程第１ 令和３年第５回定例会の会議録については、事務

局より各委員に事前配布してあります。内容等について何かご

ざいますか。 

 

○委員全員 

１点修正箇所あり、その後なしの声 

 

○関根教育長 

なしの声により承認いただきましたので、前回署名委員とし

て指名された委員は署名をお願いします。 

【第５回定例会署名委員：清水委員・小林委員】 

 

○関根教育長 

次に日程第２ 会議録の署名委員を指名いたします。 

２番 杉田委員、３番 今村委員を指名します。 

 

 

○関根教育長 

続きまして日程第３ 教育長報告です。 

１ 学校の様子について 

２ 令和３年寄居町議会２回定例会一般質問について 

３ ６月の校長会での指示・伝達事項について 

 

○清水教育長職務代理者 

学校における事案について、詳しい経緯について伺います。 

 

○関根教育長 

順を追って説明 

 

○今村委員 

県北部の教員が特定の生徒に不適切な画像を送付した事件に

ついて、何か背景があるのでしょうか。 
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日程第４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 案 

第 23号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○関根教育長 

新聞報道によると、相手はおとなしい女の子ということで、

笑わせよう、励まそうとして行ったという供述をしているよう

ですが、わいせつな画像が数千件もあり、今回の処分になった

ということです。 

 

○杉田委員 

修学旅行の保護者アンケートについて、回答で得た意見の割

合といった結果は保護者に公開されるのでしょうか。 

 

○関根教育長 

３中学校全体で集計し、もし参加したいという意見が実施基

準を満たさなかった場合には、京都・奈良方面への修学旅行は

中止しますという説明を保護者にしたいと考えております。 

 

○清水教育長職務代理者 

もし万が一キャンセルすることがある場合、キャンセル料は

どうなりますか。 

 

○関根教育長 

旅行開始の２１日前のキャンセルまでは企画料の５，６００

円のみ発生するということで、これは旅行代金の約９％にあた

ります。２０日～８日前までは２０％、７日～２日前までが３

０％、前日が４０％、当日が５０％、不参加の場合は１００％

となります。２１日前までに判断すれば一番安く抑えられるの

で、できる限り判断を早めに行いたいと考えております。 

 

○関根教育長 

続きまして、日程第４ 議案第２３号 寄居町文化財保護審

議会委員の委嘱について を議題といたします。事務局より説

明をお願いします。 

 

○黒瀨教育総務課長・黒瀨生涯学習課長 

議案を朗読し、内容説明を行う 

 

○今村委員 

任期は２年ということですが、今回は任期切れに伴う委嘱替

えなのか、既に任期は切れていているのか、どちらですか。 
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日程第５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

諸報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質疑等 

 

 

 

 

 

○黒瀨生涯学習課長 

昨年度の時点で既に任期は切れていたのですが、昨年度はコ

ロナ禍により会議が開催できず、空席のままになってしまって

いた為、今回改めて委嘱するという経緯です。 

 

○関根教育長 

他にないようですので、可決することといたしますが、よろ

しいでしょうか。 

 

○委員全員  

賛成 

 

○関根教育長 

全員賛成ですので、議案第２３号につきましては、原案を承

認いたします。 

 

○関根教育長 

日程第５ 諸報告に入ります。教育総務課から報告をお願い

します。 

 

○黒瀨教育総務課長 

１ ＩＣＴ支援員の派遣について 

 

○岡田教育指導課長 

１ 新型コロナウイルスワクチンの教育従事者に対する接種に

ついて 

２ 寄居町立各小・中学校教職員のＳＮＳ利用に関するルール

について 

 

○黒瀨生涯学習課長 

１ 町民健康増進ウィーク事業について 

２ #がんばれ新井千鶴選手応援プロジェクトについて 

 

○小林委員 

ワクチンの教育従事者への接種について、希望者はどの位だ

ったのでしょうか。 

 

 

 



 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程第６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行事予定 

 

 

 

 

 

 

 

質疑等 

 

 

協議事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○岡田教育指導課長 

町内全部で６４名の希望者がありました。そのうちの約８

０％が接種を終えております。 

 

○今村委員 

ＳＮＳ利用に関するルールの中に「職務上関係のある保護者

との個人的なＳＮＳでのやり取りは禁止」という記載がありま

すが、「職務上関係のある」という表現はなくし、保護者との個

人的なＳＮＳのやり取り自体を禁止したほうが良いと思いま

す。 

 

○関根教育長 

既にこの内容で配布をしておりますが、そのように校長会で

周知させていただきます。 

 

○関根教育長 

次に６月２４日から７月末までの行事予定を別紙により報告

を願います。 

 

○黒瀨教育総務課長・岡田教育指導課長・黒瀨生涯学習課長 

「今後の主な行事予定」に沿って、各課から行事日程を報告

する 

 

○委員全員  

なし 

 

○関根教育長 

日程第６ 協議事項に入ります。 

協議事項１ 委員提案の協議事項について、委員さんから何

かございますか。 

 

○委員全員 

なし 

 

○関根教育長 

続きまして、協議事項２ 次回定例会の日程について協議を

お願いします。 
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閉  会 

 

 

 

 

 

 

 

○委員全員 

協議を行う 

 

○関根教育長 

協議の結果、次のとおり令和３年第７回定例会を決定します。

令和３年７月２１日（水）１５時００分より行います。以上を

もちまして、本日の委員会は閉会といたします。 

 

 


